
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期

15 15 12 11 10 9 6 7 10 2 5 6 6 5 5 6 5 2 2 11 0 2 0 0 2 12 15

富山県 富山市 富山市教育委員会　学校教育課 076-443-2134

https://www.city.toyama.toyama.jp/
kyoikuiinkai/gakkokyoikuka/gakuyohi
nnadonoenjo.html ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 356 10%未満

富山県 高岡市 高岡市教育委員会　学校教育課 0766-20-1451
http://www.city.takaoka.toyama.jp/s
chool/kosodate/shugaku/enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

10%未満

富山県 魚津市 魚津市教育委員会学校教育課 0765-23-1044
http://www.city.uozu.toyama.jp/guid
e/svGuideDtl.aspx?servno=90 ○ 1.2

給与収入
（税引き前） 3年前の年度 310 10%未満

富山県 氷見市 氷見市教育委員会事務局学校教育課 0766-74-8213 http://www.city.himi.toyama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 3年前の年度 295
保護者死亡,離婚等家庭事情の急変した者

所得税法上の合計所得金額に非課税収入額を足したも
の 10%未満

富山県 滑川市 滑川市教育委員会　学務課 076-475-2111

http://www.city.namerikawa.toyama.
jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=2
522 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 3年前の年度 305 10%未満

富山県 黒部市 黒部市教育委員会学校教育課 0765-54-2111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 257

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 10%未満

富山県 砺波市 教育委員会　教育総務課 0763-82-1903 http://www.city.tonami.toyama.jp ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 10%未満

富山県 小矢部市 小矢部市教育委員会教育総務課 0766-67-1760 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他 その他 374

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 10%未満

富山県 南砺市 南砺市教育委員会教育部教育総務課 0763-23-2012 ○ 1.2 その他 その他 254

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 10%未満

富山県 射水市 射水市教育委員会学校教教育課 0766-51-6635
http://www.city.imizu.toyama.jp/gui
de/svguidedtl.aspx?servno=746 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 10%未満

富山県 舟橋村 舟橋村教育委員会 076-464-1121
http://www.vill.funahashi.toyama.jp/l
iving_guide/08_1.html ○ 1.2 その他 その他 360

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 5%未満

富山県 上市町 教育委員会事務局　学校教育班 076-472-1111(内線343)

https://www.town.kamiichi.toyama.jp
/event-
topics/svTopiDtl.aspx?servno=35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 その他 240

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 10%未満

富山県 立山町
立山町教育委員会　教育課　学校教育
係 076-462-9981

http://www.town.tateyama.toyama.jp
/pub/top.aspx ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 10%未満

富山県 入善町
入善町教育委員会　教育委員会事務
局　学校教育係 0765-72-1100

https://www.town.nyuzen.toyama.jp
/gakko/kyoiku/shugakuenjo/index.h
tml/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 250

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

10%未満

富山県 朝日町 教育委員会事務局 0765-83-1100
http://www.town.asahi.toyama.jp/so
shiki/kyoiku/1449206326507.html ○ ○ 1 その他 その他 252

(ア）～（セ）のいずれか一つに該当し,かつ（チ）である者を対象と
している。

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 10%未満

その他（補足事項等）

Ⅰ　平成２８年度　準要保護認定基準

その他生活保
護法に
基づく保
護の停
止また
は廃止

市区町
村民税
の非課
税

市区町
村民税
の減免

国民年
金保険
料の免
除

国民健
康保険
法の保
険料の
減免ま
たは徴
収の猶
予

該当団体数

平
成
2
7
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率

テに○をした場合，その他の基準の内容

生活福
祉資金
による
貸付け

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると
自動的
に要件
が変わ
るもの）

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して
額を定
めてい
るもの）

特別支
援教育
就学奨
励費の
需要額
測定に
用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの

市区町
村民税
（所得割
又は均
等割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの

都道府県 市町村名

学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼
食，被服等
が悪い者
または学
用品，通学
用品等に
不自由して
いる者等で
保護者の
生活状態
がきわめ
て悪いと認
められるも
の

経済的
な理由
による
欠席日
数が多
い者

保護者
の職業
が不安
定で，
生活状
態が悪
いと認
められ
る者

部署名 電話番号 ウェブサイト

ア イ ウ

児童扶
養手当
の支給

保護者
が職業
安定所
登録日
雇労働
者

PTA会
費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

個人の
事業税
の減免

固定資
産税の
減免

目安額
（年額）

基準根拠

ソ，タ又はチに○をした場合，係数（倍率），基
準根拠及び目安額

係数
（倍率）

エ オ カ キ ク

係数
（倍率）

目安額
（年額）

ケ コ サ シ ス テセ ソ タ チ ツ
ツに○をした場
合、市町村民税
課税最低限度額
に掛ける係数（倍
率）及び目安額



富山県 富山市

富山県 高岡市

富山県 魚津市

富山県 氷見市

富山県 滑川市

富山県 黒部市

富山県 砺波市

富山県 小矢部市

富山県 南砺市

富山県 射水市

富山県 舟橋村

富山県 上市町

富山県 立山町

富山県 入善町

富山県 朝日町

該当団体数

都道府県 市町村名

ケに○をした場合,その内容

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

教育
委員
会の
ウェブ
サイト
に掲
載

自治
体の
広報
誌等
に記
載

就学
案内
の書
類記
載

入学
時に
学校
で就
学援
助制
度の
書類
配付

毎年
度進
級時
に学
校で
書類
配付

各学
校に
対して
書面
周知

教職
員向
け説
明会
実施

保護
者向
け説
明会
実施

その
他

次年度認定
基準の時期

その他 当該年度・当
初の認定時
期

その他

当該
年度・
追加
認定
の有
無

当該年度・追加認定の時期

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

12 5 1 13 12 8 0 0 2 2 15 2 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有

学期ごとに申請を受け付けており,2
学期受付分は１2月上旬,3学期受付
分は3月上旬 ○ 11,420 ○ 5,000 1,600 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月中旬 有 原則は申請のあった翌月1日に認定 ○ 11,420 ○ 5,150 1,459 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の12
月 6月初旬 有 随時（2月申請まで） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他 次年度当初 6月下旬 有 随時（受付月の翌月認定） ○ 11,420 ○ 26,020 26,020 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 申請があった月の翌月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○
前年度の12
月 6月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 随時（当初認定以後,２月末まで） ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○

入学前の年長児に対して,保育所等で書類を配布

前年度の3月 7月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○
前年度の12
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有 申請を受け付けた日の翌月1日 ○ 9,950

○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有
申請は随時受け付け,毎月末の教育
委員会にて審査の上,認定する。 ○ 16,500 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の2月 6月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 26,020 26,020 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○

就学時健診の際に保護者へ制度の書類を配布

その他 基準変更の必要に応じて 6月中旬 有

以前の学校で受給しており転入学し
てきた者及び天災等被害のあった
場合のみに限り,認定の翌月から支
給 ○ 11,420 ○ 20,470

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法



富山県 富山市

富山県 高岡市

富山県 魚津市

富山県 氷見市

富山県 滑川市

富山県 黒部市

富山県 砺波市

富山県 小矢部市

富山県 南砺市

富山県 射水市

富山県 舟橋村

富山県 上市町

富山県 立山町

富山県 入善町

富山県 朝日町

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 0 0 0 11 11 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 4 4 0 2 2 2 1 1 1 1 1 0 9 9 9 3 3 0 2 2 0 11 11 11 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0

○ 2,230 ○ 8,000 ○ 1,550 ○ 3,570 1,300

○ 2,230 ○ 71,130 ○ 12,263 ○ 1,570 ○ 3,620 2,166

○ 6,000 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 21,490 0 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 1,570 ○ 3,570 ○ 2,710 2,710

○ 2,230 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,170 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 2,230 ○ 1,550 1,185 ○ 3,570 3,449

○ 2,230 ○ 1,570 1,113 ○ 3,620 3,281 ○ 2,710 1,723

○ 10,300 10,300

○ ○ 1,570 ○ 3,620

○ 1,550 1,412 ○ 3,570 1,898

○ 2,100 ○ 10,700 ○ 5,120

○ 2,230 ○ 0 ○ 3,500 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



富山県 富山市

富山県 高岡市

富山県 魚津市

富山県 氷見市

富山県 滑川市

富山県 黒部市

富山県 砺波市

富山県 小矢部市

富山県 南砺市

富山県 射水市

富山県 舟橋村

富山県 上市町

富山県 立山町

富山県 入善町

富山県 朝日町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 4 4 4 1 1 0 1 1 0 6 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

体育実技用具費,通学費,修学旅行費,校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均額は,昨年度の支給平均額を入力

○ 4,570 4,570 ○ 3,380 3,380

・実費,上限額支給の平均額は平成28年度予算に計上した単価を記入
・学用品費,通学用品費,校外活動費（宿泊を伴わないもの）は２～６年の支給額,対象学年の割合は86％

○ 240 240 ○ 3,040 3,040

小学校では修学旅行を実施していない

○ 3,290 3,290

○ 3,380 3,360

支給平均額は27年度実績額

○ 4,570 0 ○ 3,380 2,950

支給平均額は27年度実績額

学用品費は支給していない

○ 3,300

小学校では,修学旅行を実施していない

学用品費：小学校１年生9,190円

○ 4,570 1,650 ○ 3,380 1,039

支給平均額は27年度実績額

・体育実技用具費,修学旅行費,校外活動費（宿泊を伴わないもの）,校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均額については28年度予算計上単価
・クラブ活動費,生徒会費,PTA会費,家庭学習費については援助対象項目としていない。

○ 4,570 ○ 3,380

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



富山県 富山市

富山県 高岡市

富山県 魚津市

富山県 氷見市

富山県 滑川市

富山県 黒部市

富山県 砺波市

富山県 小矢部市

富山県 南砺市

富山県 射水市

富山県 舟橋村

富山県 上市町

富山県 立山町

富山県 入善町

富山県 朝日町

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 1 1 1 14 14 0 0 0 0 7 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 4 4 0 10 10 10 1 1 0

○ 22,320 ○ 7,510 4,300 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 70,000 65,000

○ 22,320 ○ 7,510 4,055 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 67,280

○ 22,320 ○ 7,510 7,510 ○ 23,550 ○ 62,000

○ 22,320 ○ 7,510 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 0 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 7,510 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 7,510 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 70,000 70,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 55,700 55,700

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 56,370 56,370

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 58,649

○ 3,000 3,000 ○ 22,900 ○ 55,700 55,700

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 56,670

○ 22,320 ○ 7,510 ○ 23,550 ○ 50,000 50,000

○ 26,500 ○ 7,510 ○ 23,550 ○ 2,100 ○ 81,000

○ 22,320 ○ 7,510 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 80,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



富山県 富山市

富山県 高岡市

富山県 魚津市

富山県 氷見市

富山県 滑川市

富山県 黒部市

富山県 砺波市

富山県 小矢部市

富山県 南砺市

富山県 射水市

富山県 舟橋村

富山県 上市町

富山県 立山町

富山県 入善町

富山県 朝日町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 9 9 9 3 3 0 2 2 0 11 11 11 1 1 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 1 1 0 6 6 6 1 1 0 1 1 0 6 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

○ 2,240 ○ 6,010 3,400

○ 2,270 ○ 6,100 4,676

体育実技用具費,通学費,修学旅行費,校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均額は,昨年度の支給平均額を
入力

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 ○ 5,840 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190 4,190

・実費,上限額支給の平均額は平成28年度予算に計上した単価を記入
・学用品費,通学用品費,校外活動費（宿泊を伴わないもの）は２～３年の支給額,対象学年の割合は74％

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010 ○ 29,600 29,600 ○ 3,000 3,000 ○ 3,000 3,000

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840 ○ 5,300 5,300 ○ 4,070 4,070

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 4,076 ○ 5,450 1,982 ○ 4,190 4,107

支給平均額は27年度実績額

○ 2,270 1,415 ○ 6,100 5,458 ○ 29,600 11,689 ○ 5,450 1,440 ○ 4,190 3,711

支給平均額は27年度実績額

○ 2,270 ○ 6,100 ○ 4,800 ○ 4,800

○ 2,240 1,258 ○ 6,010 1,892

学用品費：中学校1年生20,090円

○ 8,250 ○ 29,600 10,715 ○ 5,450 1,900 ○ 4,190 3,500

支給平均額は27年度実績額

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

・体育実技用具費,修学旅行費,校外活動費（宿泊を伴わないもの）,校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均
額については28年度予算計上単価
・クラブ活動費,生徒会費,PTA会費,家庭学習費については援助対象項目としていない。

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 5,450 ○ 4,140

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)


